
休日開庁します
  ３月２５日（日）・４月１日（日）
問い合わせ先　役場住民課　☎９６３－１７３３（直）

（※�１）手続きに際して新宮町以外の市区町村に確
認が必要な場合など、受け付けできないことが
あります。

（※�２）子育て支援課は４月からシーオーレ新宮に
移りますが、休日開庁業務は役場で行います。

（※�３）マイナンバーカードの交付（電話予約制）も
行います。時間は午前９時～午後４時です。

　例年、３月から４月にかけては窓口が混雑するた
め、次の日時に臨時で窓口業務を行います。
休�日開庁日時　３月２５日（日）と４月１日（日）の
午前１０時～午後２時

窓　口 取扱業務

住民課
☎９６３－１７３３（直）

転出入・転居届とそれに伴
う各種証明発行、国民健康
保険証・医療証の手続き

子育て支援課
☎９６３－２９９５（直）

児童手当の手続き
※�児童扶養手当に関する各
種手続き、保育所入所申
込受付は、事前に問い合
わせください。

学校教育課
☎９６３－１７３９（直）

町立小・中学校の転出入の
手続き

税務課
☎９６３－１７３１（直）

転出入に伴う各種税務関連
証明書の発行

上下水道課
☎９６３－１７３６（直）

上下水道の使用開始・中止
の手続き

環境課
☎９６３－１７３２（直）ごみの出し方の説明

平成３０年度
介護予防サポート事業給付金の申請受付
問い合わせ先　役場健康福祉課　☎９６２－０２３９（直）

対�象　６５歳以上の新宮さぽーたーず手帳を持って
いる人で、ポイントの精算を希望する人

給付基準　

１ポイント
当たり 上　限

①セルフサポート
　ポイント ２０円 １００ポイント

（２,０００円）

②地域サポート
　ポイント ４０円 ８０ポイント

（３,２００円）

③生活支援サポート
　ポイント ８０円 ５０ポイント

（４,０００円）

※�給付上限は①～③のポイント合計が５,０００円で
す。

※�①のみで申請する場合は、２５ポイント以上必要
です。②か③が１ポイント以上あれば、①が２５
ポイント未満でも申請できます。

持�ってくるもの　新宮さぽーたーず手帳、本人名義
の通帳、印鑑

※�昨年度までに申請したことがあり、振込口座の
変更が無い人は、本人名義の通帳の持参を省略で
きます。

申請締切日　４月２７日（金）
※�申請は１回のみです。申請後に貯めたポイント
を再度申請したり、翌年度に繰り越したりするこ
とはできません。

※本人以外の代理申請も可能です。
申請・問い合わせ先
　地域包括支援センター　☎９６３－０６６３
※�４月２日（月）以降は、福祉センター（現ボラン
ティアセンター１階事務室）での申請になります。

介護予防ポイント
対象事業
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町からのお知らせ

月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時
（祝休日は除く）
※�特に記載のないものは、この受付時間にな
ります。

申込・問い合わせ受付時間



防災行政無線から訓練放送を実施します

満７０歳以上の人の運転免許証自主返納を支援します

チャイルドシート購入費を助成します 軽自動車、バイクなどの
 廃車・譲渡手続きはお早めに

問い合わせ先　役場地域協働課　☎９６３－１７３４（直）

問い合わせ先　役場地域協働課　☎９６３－１７３４（直）

問い合わせ先　役場地域協働課　☎９６３－１７３４（直）

問い合わせ先　役場税務課　☎９６３－１７３１（直）

　全国一斉に地震や武力攻撃などの緊急時に備えた
情報伝達訓練が行われます。訓練放送のため緊急事
態とお間違いのないようご注意ください。

訓練予定日時　３月１４日（水）午前１１時００分ごろ

対象　次の３つの条件をすべて満たす人
①�運転免許証を自主返納した時点において町に住民
登録があること

②�運転免許証自主返納日において満７０歳以上であ
ること

③�申請日において自主返納から６か月以内であるこ
と（罰則や期限切れで取り消しになった場合は除
きます）

申請に必要なもの
○�運転免許証を自主返納した際に発行される運転免
許証の取消通知書

○自主返納した旨の記載がある運転免許証の写し
○印鑑（認印可）

支�援内容　次の３つから１つ選択してください。
※１人につき１つで、１回に限ります。
○マリンクス回数券２万円相当分
○タクシー利用券１万５,０００円相当分
○ＩＣカード乗車券１万５,０００円相当分
※�即日交付ではありません。申請からおおむね３
週間程度かかります。

※�支援品の交付対象になるかどうかなど不明な点
は、役場地域協働課に問い合わせください。

※�運転免許証自主返納の手続きは、粕屋警察署に
問い合わせください。（☎９３９－０１１０）

申請先　役場地域協働課

対象　次の３つの条件をすべて満たしている世帯
①２０歳未満の子どもが３人以上いる世帯
②６歳未満の子どもがいる世帯
③�主たる生計維持者の最新所得が５００万円未満で
ある世帯

※その他条件があります。
助成限度額　１万円（１世帯１回限り）
申�請に必要なもの　領収書、品質保証書の写し、
チャイルドシートの製造元・品名が分かるもの、
申請書、その他必要書類

※�条件や必要書類など、詳しくは問い合わせくだ
さい。

申込書・請求書配布場所
　役場地域協働課窓口、町ホームページ

　軽自動車税は、毎年４月１日現在で登録している
所有者に課せられます。手続きが遅れると車両を所
有していなくても税金が発生することがあります。
　譲渡、解体、盗難などで軽自動車・バイクなどを
すでに所有していない場合や、所有者が死亡してい
る場合は早めに手続きをしてください。
※�車種や手続き内容により、手続き場所や必要な
ものが異なります。詳しくは問い合わせください。

車　　種 手続き・問い合わせ先

○原動機付自転車
　（１２５cc 以下）
○小型特殊自動車

役場税務課
☎９６３－１７３１（直）

軽自動車
軽自動車検査協会
福岡主管事務所　
☎０５０－３８１６－１７５０

１２５cc を超え
２５０cc 以下のバイク

全国軽自動車協会連合会
福岡県事務取扱所
☎６４１－０４３１

二輪の小型自動車
（２５０cc を超えるバイク）

九州運輸局
福岡運輸支局
☎０５０－５５４０－２０７８
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自主的なまちづくり活動を支援します
問い合わせ先　役場地域協働課　☎９６３－１７３４（直）

【まちづくり活動支援団体の登録】
　地域課題の解決や地域の活性化に向けて自ら企画
し、自主的に取り組む活動を支援するため、対象と
なる支援団体の登録を受け付けています。
対象団体
○�営利を目的としない公益的なまちづくり活動を行
う団体

○�町内に活動拠点を置き、主に町内で活動を行って
いる構成員が５人以上の団体

○�代表者および構成員の過半数が町内に居住または
勤務している団体

○�会則、構成員名簿、事業、予算、決算などを整備
し、示すことができる団体

○�継続的に活動をしている団体または活動予定の団
体であって、活動内容などの公表に賛同できる団
体

主な支援内容
○団体情報の町ホームページなどへの掲載
○�シーオーレ新宮およびそぴあしんぐうの施設使用
料の減免

○�まちづくり活動助成金の交付（別途選考審査あ
り）

※�登録申請は随時受け付けています。申請書類は
役場地域協働課窓口または町ホームページから取
得できます。

申込先　役場地域協働課

【平成３０年度まちづくり活動助成金】
　まちづくり活動支援団体として登録した団体が、
地域課題の解決や地域の活性化に向けて自ら企画し
自主的に取り組む１事業に対して、助成金を交付し
ます。
助成対象事業
次の①から⑥すべてに該当する事業
①公共性または公益性が認められる事業
②�地域振興または地域課題の解決に資すると認めら
れる事業

③継続性または町民への広がりが期待できる事業
④町民対象または町民参画型の事業
⑤�町関係課との情報交換または協議などが行われて
いる事業

⑥他の補助金などを受けていない事業
助�成限度額　単年度を基本とし１事業あたり２０万
円（３か年を限度）

※�助成団体および助成金額は、選考委員会で選考
および審査し、予算の範囲内で決定します。

※�選考および審査にあたり、４月中旬～下旬ごろ
に開催する選考委員会において事業内容などの説
明をおねがいします。

申込期間　４月２日（月）～５日（木）
※�申請書類は役場地域協働課窓口または町ホーム
ページから取得できます。

申込先　役場地域協働課

計画策定に対する意見募集（パブリックコメント）を行います
問い合わせ先　役場健康福祉課　☎９６２－０２３９（直）　　シーオーレ新宮健康福祉課　☎９６２－５１５１（直）

　町では、次の計画の素案を作成しました。みなさ
んの意見を反映するため、これらの計画に対する意
見を募集します。
　意見の概要と町の考え方などは後日公表します。
なお、個別の対応・回答は行いません。
（１）�第５期新宮町障がい福祉計画・第１期新宮町

障がい児福祉計画（素案）
（２）新宮町健康増進計画（素案）
閲�覧・意見提出用紙配布場所　役場健康福祉課窓口、
シーオーレ新宮ロビー、そぴあしんぐうロビー、
町社会福祉センターロビー

閲覧・意見提出期間　３月中旬まで
※�各計画（素案）および意見提出用紙は、町ホーム
ページからも取得できます。

提出方法
○メール　fukushi@town.shingu.fukuoka.jp
○�郵送　
　〒８１１－０１９２　新宮町緑ケ浜１－１－１　
　新宮町役場健康福祉課
○ FAX　９６２－０７２５
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健康づくりのための運動教室参加者募集
問い合わせ先　地域包括支援センター（新宮町役場内）　☎９６３－０６６３（直）

　最近、動くことに自信がなくなってきた人はもち
ろん、体力に自信がある人も、自分らしくより元気
に過ごすために健康運動指導士の指導のもと、楽し
く運動する機会を作りませんか。

対象　町内に住む６０歳以上の人
内容　ストレッチ体操、筋力トレーニングなど
参加費　無料
申し込み　随時
申込方法　窓口、電話

グループ グループ１ グループ２ グループ３ グループ４ グループ５ グループ６

場所 シーオーレ新宮
（多目的ホール）

シーオーレ新宮
（多目的ホール）福祉センター 福祉センター シーオーレ新宮

（多目的ホール）
シーオーレ新宮
（多目的ホール）

日時
第２・４金曜日
午前１０時～
１１時３０分

第１・３木曜日
午前１０時～
１１時３０分

第１・３水曜日
午前１０時～
１１時３０分

第２・４水曜日
午前１０時～
１１時３０分

第１・３金曜日
午前１０時～
１１時３０分

第１・３金曜日
午後２時～
３時３０分

４月 １３日 ２７日 ５日 １９日 ４日 １８日 １１日 ２５日 ６日 ２０日 ６日 ２０日

５月 １１日 ２５日 １０日 ２４日 ２日 １６日 ９日 ２３日 １８日 ２８日
（月） １８日

６月 ８日 ２２日 ７日 ２１日 ６日 ２０日 １３日 ２７日 １日 １５日 １日 １５日

７月 １３日 ２７日 ５日 １９日 ４日 １８日 １１日 ２５日 ６日 ２０日 ６日 ２０日

８月 １０日 ２４日 ２日 １６日 １日 ８日 ２２日 ３日 １７日 ３日 １７日

９月 １４日 ６日 １３日 ５日 １９日 １２日 ２６日 ７日 ７日

１０月 １２日 ４日 ３日 １７日 １０日 ２４日 ５日 １５日
（月） ５日 １５日

（月）

１１月 ９日 ３０日 １日 １５日 ７日 ２１日 １４日 ２８日 ２日 １６日 ２日 １６日

１２月 １４日 ２７日
（木） ６日 １３日 ５日 １９日 １２日 ２６日 ７日 ２１日 ７日 ２１日

　１月 １１日 ２５日 １０日 ２４日 ９日 ２３日 １６日 ３０日 １８日 １８日 ２５日

　２月 ８日 ２２日 ７日 ２１日 ６日 ２０日 １３日 ２７日 １日 １５日 １日 １５日

　３月 ８日 ２２日 ７日 １４日 ６日 ２０日 １３日 ２７日 １日 １５日 １日 １５日
※会場の都合で、日程変更する場合があります。

日時・場所

介護予防ポイント
対象事業

　児童扶養手当は児童が障がいの状態にある場合、
２０歳未満まで支給されます。該当する受給者は
「再認定」の申請が必要です。

　申請の際、診断書などが必要な場合があります。
詳しい内容は問い合わせください。

児童扶養手当再認定請求のお知らせ
問い合わせ先　役場子育て支援課　☎９６３－２９９５（直）

17



マタニティ＆ママの集いの会
問い合わせ先　シーオーレ新宮健康福祉課　☎９６２－５１５１（直）

　幼児教育専門家の熊丸みつ子先生による子育て講
話を行います。新聞紙を使って子どもたちとのふれ
あい遊びを実践します。妊婦やパパの参加も大歓迎
です。笑って泣いて元気になれる先生の講話は毎回
好評です。

日時　３月１３日（火）午前１０時～１１時１５分ごろ
内�容　「楽しく遊んでふれあって　うちの子最高　
～新聞紙を使って遊ぼう～」

　�　幼児教育専門家の熊丸みつ子先生による講話・
新聞紙遊びなど

場所　町社会福祉センター（子育て支援センター）
対象　
○町内に住む妊婦とその家族
○町内に住む乳幼児がいる家族
持�ってくるもの　母子健康手帳（妊婦の人）・新聞
紙５枚ほど（持っている人）

申込締切日　３月８日（木）
参加費　無料
申込方法　窓口、電話
申込先　シーオーレ新宮健康福祉課

楽しい音
ね

教室参加者募集
問い合わせ先　地域包括支援センター（新宮町役場内）
　　　　　　　☎９６３－０６６３（直）

　キーボードを楽しみながら弾くことで、指先を刺
激し脳の活性化を促す教室です。月２回の参加で、
終了時には曲が演奏できるようになります。練習・
個別指導の時間を設けるので、家にキーボードがな
くても心配ありません。講師がサポートしますの
で、初心者でも安心して参加できます。この機会に
ぜひ、楽器に触れてみませんか。

日程・時間　午前１０時３０分～正午
　４月９日（月）・１６日（月）
　５月７日（月）・２１日（月）
　６月４日（月）・１８日（月）
　７月２日（月）・２３日（月）
　８月６日（月）・２０日（月）
　９月３日（月）�
場所　シーオーレ新宮　レッスンルーム
対象　６０歳以上で介護認定を受けていない人
定員　１０人（先着順）
教材費　１,０８０円（初回に集めます）
申込期間　３月１日（木）～９日（金）
申込方法　窓口、電話
申込先　町地域包括支援センター

介護予防ポイント
対象事業

福岡県若年者専修学校などへの
 技能習得資金貸与事業
問い合わせ先　役場総務課　☎９６３－１７３０（直）

　経済的な理由により専修学校などへの修業が困難
な若年者を対象に、修学資金を貸与する事業を実施
しています。
対�象　中学校・高等学校の新規卒業者および当該年
度の高等学校中退者

※収入基準あり
対�象学校　職業に必要な技術・技能の習得を目的と
した専修学校および各種学校

貸与額
○修学資金　５万３,０００円 / 月（専門課程）、
　　　　　　３万円 /月（その他の課程など）
○入校支度金　１０万円
貸付利息　無利子
貸付期間　在学期間（留年不可）
返還期間　在学期間の３倍の期間以内（最長１２年）
※詳しくは問い合わせください。

カンガルー講座　親子リトミック
問い合わせ先　シーオーレ新宮社会教育課　☎９６２－５１１１（直）

　リズムに乗って音楽にふれる「リトミック」を親
子で楽しみませんか。

日時　３月１８日（日）
①午前１０時～１０時５０分（０歳児～２歳児）
②午前１１時～正午（３歳～就学前）
場所　シーオーレ新宮　多目的ホール
対象　町内に住む就学前までの子どもと保護者
定員　各２０組（先着順）
服装　動きやすい服装（裸足になります）
持ってくるもの　飲み物、着替えなど
申込　受付中
申込方法　窓口、電話
申込先　�シーオーレ新宮社会教育課
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平成２９年度一般職非常勤職員（図書司書・管理栄養士）採用試験
問い合わせ先　町立図書館　☎９６２－５５００（直）　シーオーレ新宮健康福祉課　☎９６２－５１５１（直）

図書司書採用試験���������������
【採用試験案内・申込用紙配布場所】
○町立図書館　
　火曜日～日曜日の午前１０時～午後６時
○シーオーレ新宮１階窓口　
　月曜日の午前８時３０分～午後５時
○町ホームページ
※�郵送での請求は、封筒の表に「司書採用試験申
込請求」と朱書きし、１２０円切手を貼付のうえ、
宛名・郵便番号を明記した返信用封筒（A4サイ
ズ対応）を同封し、送付してください。

【配布期限】３月１５日（木）
【提出書類】
　○新宮町一般職非常勤職員採用試験申込書
　　（必要事項を記入、写真貼付）　
　○司書資格証書の写し
【申込締切日】３月１５日（木）※郵送は必着
【申込先】町立図書館、シーオーレ新宮１階窓口

管理栄養士採用試験�������������
【採用試験案内・申込用紙配布場所】
○シーオーレ新宮１階窓口
　月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時
○町ホームページ
【提出書類】
○�新宮町一般職非常勤職員登録申込書（必要事項
を記入、写真貼付）

○管理栄養士免許の写し
【申込締切日】３月２日（金）※郵送は必着
【申込先】シーオーレ新宮健康福祉課

試験日 ３月２２日（木） 採用
人数 １人程度

試験会場 シーオーレ新宮 就業
場所 町立図書館

試験内容 面接（予定） 賃金 月額
１７万２,１００円

受験資格�
（年齢不問）

○司書資格を有すること
○�平成３０年３月末までに司書資格を取
得見込みであること

任用期間 ４月１日～平成３１年３月３１日

勤務日数�
勤務時間

火曜日～日曜日のうち週５日程度（祝休
日を含む）の午前９時４５分～午後６時

試験日 ３月９日（金）
※応相談

採用
人数 １人

試験会場 シーオーレ新宮 就業
場所 シーオーレ新宮

試験内容 面接 賃金 月額
２８万１,０００円

受験資格�
（年齢不問）

管理栄養士免許を有すること

任用期間 ４月１日～平成３１年３月３１日

勤務日数�
勤務時間

月曜日～金曜日の
午前８時４５分～午後５時

　歴史資料館には、これまでに収集した民俗資料が
大きいものから小さいものまで、約３００点以上あ
ります。そのなかでも、農業や漁業に関連する道具
の展示を行います。
期間　３月１０日（土）～４月８日（日）

※毎週月曜日は除きます。
※�３月５日（月）～３月９日（金）は企画展準備のた
め休館です。

開館時間　午前９時３０分～午後５時
場所　町立歴史資料館（シーオーレ新宮４階）

平成２９年度　歴史資料館企画展「漁労具と農耕具」
問い合わせ先　シーオーレ新宮町立歴史資料館　☎９６２－５５１１（直）

図書司書採用試験・管理栄養士採用試験共通
【申込方法】持参、郵送
※�郵送の場合、封筒の表に「受験申込」と朱書き
し、簡易書留で送付してください。申込締切日
が近い場合は速達で送付してください。

※試験などの詳細は、試験案内をご覧ください。
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消費生活相談室

だより

暮
ら
し
の
情
報　

Living Inform
ation

相 談場所　役場２階　消費生活相談室
相 談日時　毎週火曜日・金曜日　午前₁₀時～午後１時・午後２時～４時　※祝日は除く
相談専用番号　☎４１０－２１８２（開設時のみ）

問い合わせ先　役場産業振興課　☎９６２－０２３８（直）

町では週２回、消費生活相談室を開設しています。
身の回りの消費者トラブルなど気軽に相談してください。
相談は無料、町外在住の専門相談員が対応します。

クレジットカードの利用明細は必ず確認しましょう！

　公共料金や携帯電話料金、インター
ネットショッピングなどさまざまな料金
の支払いにクレジットカードを利用する
人が増えています。しかし、便利な反面、
利用明細の確認を怠ると、カードの不正
使用などの被害に気づかない危険性があ
ります。クレジットカード会社からの
「口座残高不足」の案内が届いてから、利
用した覚えのない請求があることに気づ
くケースが多発しています。

対　策 　
○�利用明細書の定期的な確認が大切です。明細書を
インターネットで確認するＷＥＢ明細にしている人
も、日ごろから心がけましょう。

○�クレジットカードを利用したときの伝票などと照ら
し合わせて確認しましょう。

○�覚えのない請求があったら、早急にクレジットカー
ド会社に連絡しましょう。

○�困ったときは消費生活相談室に相談してください。

町営渡船無料乗船券、福祉タクシー利用券の交付
問い合わせ先　役場健康福祉課　☎９６２－０２３９（直）

　平成３０年度分町営渡船無料乗船券、福祉タク
シー利用券の交付申請を受け付けます。
　なお、平成２９年度分の無料乗船券、福祉タク
シー利用券の有効期限は３月３１日までです。
【無料乗船券対象】
　町内に住民票を有し、次のいずれかに該当する人
○身体障害者手帳の交付を受けている人
○療育手帳の交付を受けている人
○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
○特定疾患医療受給者証の交付を受けている人
○満７０歳以上の人
【福祉タクシー利用券対象】
　町内に住民票を有し、次のいずれかに該当する人
○身体障害者手帳１、２級の交付を受けている人
○療育手帳「Ａ」の交付を受けている人
○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

○特定疾患医療受給者証の交付を受けている人
【持ってくるもの】　対象の手帳や受給者証、印鑑
※�無料乗船券を希望する満７０歳以上の人は印鑑のみ
※�福祉タクシー利用券は、申請月から年度末月ま
での月数に応じて発行します。早めの申請をおす
すめします。

受付開始日　３月２７日（火）
受付場所　役場健康福祉課

【相島に住んでいる人の申請】
受付日時　３月２０日（火）午前１０時～午後１時
受付場所　相島きずな館
※�福祉タクシー利用券の受け取りを希望する人は、
事前に電話で申し込みください。
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